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▮キャリアアップ助成金の正社員化コース 
令和 3年 4月 1日以降の変更後の支給申請のご案内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

キャリアアップ計画の 
作成・提出 

今後のおおまかな取り組みイメージを記載。 
内容に変更がある場合は変更届の提出が必要。 

▼  

就業規則等の改訂 
転換の手続き、要件、転換または採用時期を規定。 
※10 人以上の事業所は監督署への届出も必要。 

▼  

就業規則等に基づき 
正社員等へ転換 

雇用された期間が６か月以上の有期契約労働者の 
転換が助成金の支給対象。 
※有期契約労働者から転換する場合、雇用された 

期間が通算して３年以内の者に限ります。 

▼  

転換後 6 か月の 
賃金の支払い 

転換前 6 か月と転換後 6 か月の賃金を比較し、 
3％以上増額している必要がある。 
※基本給及び定額で支給されている諸手当を含む
賃金の総額で、賞与を含めることはできません。賃
金総額に含むことができない手当がありますので、
詳細はお問合せください。 
※総額が増額している場合でも、固定的賃金が 
 低下している場合は支給対象外となります。 

▼  

支給申請 
転換または直接雇用した対象労働者に対し、 
正規（無期）雇用労働者としての賃金を６か月分 
支給した日の翌日から起算して２か月以内に申請。 

 
〈賃金 3％以上増額の計算方法〉 

○原則（転換前後で所定労働時間や給与支給形態に変更が無い場合） 
（転換後６か月賃金の合計―転換前６か月の賃金総額） 

× 100 ≧ 3％ 
転換前６か月の賃金総額 

 
○転換前後で所定労働時間や給与の支給形態に変更があった場合 
 賃金を所定労働時間で除し、１時間あたりの賃金を算出した上で比較する 

 
○転換日が賃金〆日と一致しない場合 
 例）毎月 10 日〆、当月 25 日払の事業所で、４月１日に転換した場合 
   転換前６か月を「９月 11 日～３月 10 日」、 

転換後６か月を「４月 11 日～10 月 10 日」として確認 
 

 
【厚生労働省より】 
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キャリアアップ助成金の正社員化コースについて、令和 3 年 4 月 1 日以降の変
更後の申請の流れをご紹介いたします。 

★正社員化コース 助成金額（中小企業の場合） 
①有期 → 正規：１人当たり 57 万円＜72 万円＞ 
②有期 → 無期：１人当たり 28 万 5,000 円＜36 万円＞ 
③無期 → 正規：１人当たり 28 万 5,000 円＜36 万円＞ 
＜＞内の金額は生産性の向上が認められる場合の額 
※①～③合わせて、1 年度 1 事業所当たりの支給申請上限人数は 20 人まで 
■各種加算措置（１人当たり、中小企業の場合）  
(1) 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合  

→28 万 5,000 円  
(2) 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合 →95,000 円  
(3) 勤務地・職務限定正社員制度、短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用

労働者等を 当該雇用区分に転換または直接雇用した場合＜１事業所当た
り１回のみ＞ 

 →95,000 円 

※上記は 2021 年 11 月の情報です。今後支給要件等が変更になる場合もございます。 

・税を考える週間（～17 日）  
・9 月決算法人の確定申告  

納税、2022 年 3 月決算法  
人の中間（予定）申告と納 
税  

・年末調整の準備 

 

社長が入れる 
労災保険のことなら 

「葛城経営研究会」 

詳しくは、 
06-6264-6543 まで！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 労務スケジュール 

7 月から、運動不足解消の

ため、K-pop のダンス教室に

通いはじめました。大学の時

にちょっとだけやっていたの

ですが、最初はすごく不安で

した。優しい先生で、同じク

ラスのメンバー達もほとんど

初心者なので、一緒に頑張っ

て、今は週に一回通っていま

す（笑）。（姚） 
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